
27 26令和5年10月1日号令和5年10月1日号

■
司
法
書
士
無
料
相
談
週
間

　
生
活
一
般
の
法
律
相
談
が
で
き

ま
す
。

時
10
月
1
日
㈰
〜
7
日
㈯
所
・

申
県
内
の
各
司
法
書
士
事
務
所

問
新
潟
県
司
法
書
士
会
☎
０
２

５-

２
４
４-

5
1
2
1

■
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
あ
と

　傾
聴
講
座

　
相
手
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
傾

聴
力
を
身
に
付
け
ま
す
。

時
10
月
28
日
㈯
午
後
1
時
30
分

〜
4
時
30
分
、
29
日
㈰
午
前
9

時
30
分
〜
午
後
3
時
30
分（
全
2

回
）所
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
定

先
着
30
人
￥
千
円
持
筆
記
用

具
、昼
食
申
10
月
2
日
㈪
〜
24

日
㈫
に
三
条
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
33-

8
5
1
1
、フ
ァ
ク
ス
33-

３
０
０
４

■
子
ど
も
の
養
育
里
親
を
募
っ
て

い
ま
す

　
保
護
が
必
要
な
乳
幼
児
を
養
育

す
る
養
育
里
親
を
募
っ
て
い
ま

す
。特
別
な
資
格
は
不
要
で
年
齢

制
限
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。研
修

の
受
講
と
家
庭
訪
問
調
査
な
ど
登

録
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

問
新
潟
県
中
央
児
童
相
談
所
☎

０
２
５-

3
8
1-

1
1
1
1

■
文
化
祭
事
業

❶
三
条
詩
吟
連
盟
吟
道
大
会

時
10
月
15
日
㈰
午
前
9
時
30
分

〜
午
後
4
時
所
中
央
公
民
館
問

東
新
岳
風
会
田
辺
☎
０
９
０-

３
１
4
2-
4
7
2
4

❷
第
64
回
創
美
会
展

時
10
月
20
日
㈮
〜
22
日
㈰
午
前

9
時
〜
午
後
5
時（
最
終
日
は
午

後
4
時
ま
で
）所
三
条
東
公
民
館

問
創
美
会
渡
辺
☎
０
２
５
６-

32-

３
４
８
６

❸
白
陽
会
展

時
10
月
20
日
㈮
〜
22
日
㈰
午
前

9
時
〜
午
後
6
時（
最
終
日
は
午

後
4
時
ま
で
）所
中
央
公
民
館

問
白
陽
会
山
田
☎
０
２
５
６-

32-

４
０
３
９

❹
第
23
回
三
条
新
舞
踊
連
盟
発
表
会

時
10
月
22
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
4
時
所
中
央
公
民
館
問
三
条

新
舞
踊
連
盟
内
山
☎
０
９
０-

３
４
0
3-

9
9
4
6

■
道
の
駅
庭
園
の
郷
保
内

　イ
ベ
ン
ト
情
報

申
道
の
駅
庭
園
の
郷
保
内
☎

38-

7
2
7
6

❶
保
内
ガ
ー
デ
ン
フ
ェ
ス

　
2
0
2
3
秋

　
秋
野
菜
と
新
米
、弁
当
の
販
売

と
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
し
ま
す
。

時
10
月
1
日
㈰
〜
9
日（
月
・
祝
）

午
前
9
時
〜
午
後
6
時

❷
植
木
ま
つ
り

　
庭
づ
く
り
相
談
や
植
木
の
売
り

出
し
を
し
ま
す
。

時
10
月
7
日
㈯
〜
9
日（
月
・
祝
）

午
前
9
時
〜
午
後
6
時

❸
し
っ
ぽ
ま
る
し
ぇ

　
ペ
ッ
ト
の
洋
服
や
ア
ク
セ
サ
リ

ー
、キ
ッ
チ
ン
カ
ー
な
ど
約
40
店

舗
が
出
店
し
ま
す
。

時
10
月
15
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
3
時
他
ペ
ッ
ト
同
伴
可
。雨

天
時
は
22
日
㈰
に
延
期

❹
ス
タ
ジ
オ
f
ダ
ン
ス
シ
ョ
ー

　
子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
の
さ
ま

ざ
ま
な
チ
ー
ム
が
ダ
ン
ス
を
披
露

し
ま
す
。

時
10
月
29
日
㈯
午
前
10
時
〜
午

後
3
時
30
分

❺
コ
キ
ア
で
魔
女
の
ほ
う
き
作
り

時
10
月
29
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
3
時
￥
5
0
0
〜
8
0
0
円

■
10
月
1
日
〜
7
日
は

　全
国
労
働
衛
生
週
間

　
事
業
所
は
日
常
の
労
働
衛
生
活

動
を
総
点
検
し
、水
準
・
意
識
の

高
揚
を
図
り
、労
働
衛
生
管
理
活

動
の
定
着
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

問
県
産
業
労
働
部
し
ご
と
定
住

促
進
課
☎
0
2
5-

２
８
０-

５

２
６
０

■
サ
ン
フ
ァ
ー
ム
イ
ベ
ン
ト
情
報

申
サ
ン
フ
ァ
ー
ム
三
条
☎
38-

２

５
５
６

❶
お
こ
わ
団
子
作
り

時
10
月
17
日
㈫
午
前
9
時
30
分

定
先
着
16
人
￥
1
，3
0
0
円

❷
ボ
タ
ニ
カ
ル
＆
ジ
ェ
ル
キ
ャ
ン

ド
ル
作
り

時
10
月
18
日
㈬
午
前
10
時
〜
正

午
定
先
着
12
人
￥
2
，8
0
0

円
申
10
月
10
日
㈫
ま
で

❸
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
企
画

　
か
ぼ
ち
ゃ
を
使
っ
た
料
理
作
り

時
10
月
27
日
㈮
午
前
9
時
30
分

定
先
着
16
人
￥
2
千
円

❹
第
8
回
野
菜
作
り
講
座

時
11
月
3
日（
金
・
祝
）、4
日
㈯

午
前
9
時
30
分
〜
11
時
定
各
回

先
着
25
人
￥
2
0
0
円

■
足
裏
マ
ッ
サ
ー
ジ
体
験

時
10
月
10
日
㈫
、
11
日
㈬
、
17
日

㈫
、
18
日
㈬
午
後
1
時
〜
3
時

所
中
央
公
民
館
定
各
日
10
人
￥

5
0
0
円
服
動
き
や
す
い
服
装

持
タ
オ
ル
、飲
み
物
申
各
開
催

日
の
前
日
ま
で
に
菅
野
☎
０
９

０-

2
9
8
0-

8
0
6
5

■
着
物
リ
メ
イ
ク
展
示
即
売
会

　
着
物
や
帯
で
作
っ
た
洋
服
、バ

ッ
ク
、小
物
を
販
売
し
ま
す
。

時
10
月
22
日
㈰
午
前
9
時
30
分

〜
午
後
3
時
30
分
所
か
ん
き
ょ

う
庵
他
売
上
金
で
市
内
の
小
学

校
に
環
境
の
本
を
寄
贈
し
ま
す
。

問
環
境
す
ま
い
る
広
場
島
田
☎

０
９
０-

5
5
5
3-

1
2
1
8

■
第
43
回
栄
地
区
総
合
芸
能
祭

時
10
月
15
日
㈰
午
前
10
時
〜
午

後
3
時
所
農
村
環
境
改
善
セ
ン

タ
ー
問
三
条
市
文
化
団
体
協
会

栄
支
部
事
務
局
長
丸
山
☎
32

-

5
5
2
4

■
三
条
パ
ー
ル
金
属
ス
タ
ジ
ア
ム

　イ
ベ
ン
ト
情
報

申
三
条
パ
ー
ル
金
属
ス
タ
ジ
ア
ム

☎
32-

8
9
1
1

❶
ノ
ル
デ
ィ
ッ
ク
ウ
ォ
ー
ク
体
験

時
10
月
8
日
、
22
日
㈰
午
前
10

時
〜
正
午
￥
3
0
0
円（
ポ
ー

ル
の
レ
ン
タ
ル
は
5
0
0
円
プ
ラ

ス
。先
着
10
人
）

❷
エ
ン
ジ
ョ
イ
サ
ッ
カ
ー
ス
ク
ー
ル

時
10
月
18
日
、25
日
、11
月
1
日
、

8
日
㈬
午
後
6
時
30
分
〜
7
時

30
分（
全
４
回
。途
中
参
加
可
）対

小
学
1
〜
5
年
生（
保
護
者
も
参

加
可
）定
先
着
20
人
￥
2
千
円

■
緑
の
教
室

　里
山
植
物
探
訪
・
晩
秋
編

　
晩
秋
の
里
山
を
散
策
し
な
が
ら

植
物
を
観
察
し
ま
す
。

時
10
月
29
日
㈰
午
前
9
時
〜
正

午
定
15
人（
小
学
生
以
下
は
保

護
者
同
伴
）服
山
歩
き
の
服
装

持
メ
モ
帳
申
10
月
28
日
㈯
ま
で

に
保
内
公
園
☎
38-

5
2
4
0

■
オ
ー
タ
ム
コ
ン
サ
ー
ト
in

　い
い
湯
ら
て
い

　
三
条
高
校
吹
奏
楽
部
に
よ
る
希

望
・
冒
険
・
挑
戦
を
テ
ー
マ
に
し

た
コ
ン
サ
ー
ト
で
す
。

時
10
月
9
日（
月
・
祝
）
午
前
11

時
、午
後
1
時
30
分
所
ス
ポ
ー

ツ
セ
ン
タ
ー
は
や
ぶ
さ
問
い
い

湯
ら
て
い
☎
41-

3
0
1
1

■
県
の
最
低
賃
金
が
改
定
さ
れ
ま

し
た

　
最
低
賃
金
が
9
3
1
円
に
な
り

ま
し
た
。使
用
者
と
臨
時
、パ
ー

ト
、ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
を
含
む
全

労
働
者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、最
低
賃
金
引
き
上
げ
の

支
援
に
関
わ
る
業
務
改
善
助
成
金

や
、働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン

タ
ー
の
無
料
相
談
を
活
用
く
だ
さ

い
。

問
新
潟
労
働
局
労
働
基
準
部
賃

金
室
☎
0
2
5-

2
8
8-

３
５

０
４


